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新型コロナウイルスへの対策等に関する要望・確認事項について 

 

 令和２年（2020 年）６月 25 日付「新型コロナウイルスへの対策等に関する要

望・確認事項について」に係る要望等事項について、別紙のとおり回答いたしま

す。 

 

 



No 要望等事項 対象部局等 回答
前回
No

資料 番号

1
町内会に協力を依頼している地域清掃（公園・道路等）の問題点について、町内会か
らの相談を待つのではなく、行政側から町内会に対して確認するようにしていただき
たい。

環境政策部
土木部

協力をいただいている町内会、自治会等の団体に対し、アンケート等による調査を行
い、実施状況を確認します。
また、まちかど里親制度により道路や河川の環境美化に協力いただいている団体に対
しては、書面による確認を行っています。

2 ② 61

2
国の第二次補正予算にある「支援対象児童等見守り強化事業」をどのように活用する
のか確認したい。

こども家庭支援センター

国の「支援対象児童等見守り強化事業」は、市町村を実施主体として、支援対象児童
等の状況把握を、子育て支援を提供する民間団体の居宅訪問等により行うものです
が、本市においては、要保護児童対策地域協議会のネットワークに加え、児童相談所
の設置によるきめ細かな支援や、子育て支援ヘルパー、育児支援家庭訪問での居宅訪
問等による状況把握に努めており、現状では新たに民間団体等に経費を補助し、見守
り支援を実施することは考えていません。

新 ② 62

3
住居確保給付金の受付を16時までに短縮していることを、ホームページに掲載するな
ど、分かりやすい広報をしていただきたい。

福祉部

住居確保給付金に係る面接相談は、相談の時間を確保するために受付の目安を16時開
始分までとしています。電話相談については、8時30分から17時15分まで（12時～
13時を除く）受け付けています。早速、相談時間をホームページに掲載して、わかり
やすい周知に努めます。

新 ② 63

4
小中学校の熱中症対策における水分補給について以前確認したが、熱中症対策全般に
ついてどのように考えているのか確認したい。特に、夏季期間の中学生の登下校にお
ける服装について確認したい。

教育委員会

「熱中症対策全般について」
　①健康観察の徹底②児童生徒等の水筒持参③適切な水分補給や処置を行うことがで
きる環境の整備④熱中症指数計の活用⑤マスクの着用による熱中症リスクへの対策の
５点について、市立学校に通知し、児童生徒に指導するよう指示しました。学校から
保護者や地域住民へ周知することもあわせて指示し、その上で、教育委員会のホーム
ページに掲載しました。（資料１から４）

「夏季期間の服装について」
　夏季の制服については、原則としてYシャツ、夏用ズボン、夏用スカートとしてい
ますが、ここ数年の暑い日が続く状況をとらえて、学校と保護者が相談し、各学校長
の判断によってジャージ登校やポロシャツによる登校を認めています。

新 ② 65

5
市への寄付金及び寄贈品の内容と配布状況について、時系列と種別毎の一覧を確認し
たい。

財務部・市民部 寄付金及び寄贈品の状況は、別添資料のとおりです。 新 検証 12

6 市内医療機関のオンライン診療の実施状況及び課題について確認したい。 健康部
市内27の医療機関が電話、オンラインによる診療を行っています。課題について、現
段階では把握していませんが、今後、医師会等を通じて情報収集をしていきたいと考
えています。

新 検証 19
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No 要望等事項 対象部局等 回答
前回
No

資料 番号

【休校中の家庭の困っている実態の把握について】
　３月４日付け学校教育部長通知により、図書室等の学校施設を自主学習のために開
放するよう指示して以降、学校は、保護者との電話連絡や家庭訪問、連絡日の登校時
などにおいて、保護者からの申し出などにより状況を把握しました。教育委員会は、
指導主事等が学校訪問をした際に、その様子を直接聞き取り把握しました。（資料
１）
　その結果、通常の学級においては、特段の申し出はありませんでした。特別支援学
級においては、小学校において、３月は申し出がなく、４月から５月に１校でのべ14
人を受け入れました。中学校においては、３月に１校でのべ10人、４月は３校でのべ
16人、５月は６校でのべ35人を受け入れ、合計のべ人数は61人でした。

【自主学習のための学校施設の開放について】
　３月と４月については保護者からの申し出はありませんでしたが、５月には、小学
校では、自主学習として図書室等を利用したのは２人、オンライン学習のためにコン
ピュータ室を利用したのは46人でした。中学校では、自主学習として図書室等を利用
したのは88人、オンライン学習のためにコンピュータ室を利用したのは58人でし
た。

【対応方針の保護者への周知について】
　教育委員会の対応方針の保護者への周知については、基本方針を教育委員会が学校
に通知し、学校はその内容をかみくだいて文書配布及び学校ホームページへの掲載、
メール配信等で保護者に周知しました。（資料２から８）

【特別支援学級に所属する児童生徒への特段の配慮について】
　休校中に、保護者の申し出により学校で受け入れた際に、在宅中の様子についての
状況把握、学習支援、心のケア、生活指導などを行いました。

【情報発信について】
市民の皆様に必要とされる情報が行き届くよう、全庁に呼びかけながら収集・整理
し、わかりやすさとタイミングに留意した情報提供に努めています。
ホームページにおいては、３月上旬の段階では、緊急告知エリアに約20項目の関連情
報が羅列されているだけの状態でした。それぞれのリンク先に遷移したのち、他の関
連ページを閲覧するためには、トップページにまで戻る必要があるなど、情報・階層
の整理、関連ページへの導線設計に課題を抱えていたため、その改善を図りました。
特に、市民の関心が高い感染者の発生情報については市内の感染状況を正確に把握し
ていただけるよう、健康部と連携し、帰国者・接触者相談センターへの相談件数、
PCR等検査人数、感染者数の日ごとの件数及び累計、推移が一目でわかるようグラフ
や表を用い、視覚的な情報提供を実施しています。
各種支援策については、「個人向け」と「事業者向け」に分類し、市のみならず、
国、県、関係機関の支援情報を集約して掲載しているほか、ご自身の状況に応じた支
援策とその問い合わせ先がわかるように整理しています。
また、市民等が情報を入手できる機会を増やすことを目的として、ツイッターを活用
した情報提供・拡散を実施しているほか、広報紙では号外やちらしの全戸配布、広報
掲示板においては空いている掲載スペースの活用など、重要な情報をできるだけ多く
の皆様に届けられるように取り組んでいます。

３月２日付の市議会から市長への申し入れについて３月６日に回答をいただいたが、
その後の対応等について、以下のとおり確認したい。

・日中保護者がいない家庭において、子どもを預けるところがない状況などで困って
いる実態の有無を、どのように把握したのか確認したい。
・図書室等の学校施設を自主学習のために開放するなど、地域・学校の状況に応じた
対応について、各校の実績を確認したい。
・市の対応方針をどのように保護者へ周知したのか確認したい。
・支援学級に所属している児童生徒への特段の配慮はどのようなものだったのか確認
したい。
・新型コロナウイルスに関する情報発信について、具体的にどのような配慮と改善を
したのか確認したい。

7 教育委員会・市長室 新 検証 38
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新型コロナウイルス感染症対策に係る要望・確認事項回答に関する資料 

 

教育委員会  

 

 

◆要望等 No.4 

「小中学校の熱中症対策における水分補給について以前確認したが、熱中症

対策全般についてどのように考えているのか確認したい。特に、夏季期間

の中学生の登下校における服装について確認したい。」 

 

 

◆回答資料一覧 

資料番号 資料名 日付 

１ 熱中症対策について 令和２年５月 20 日 

２ 熱中症事故の防止について 令和２年６月 10 日 

３ 熱中症予防にかかる登下校中の 

マスクの着用について 
令和２年６月 16 日 

４ ホームページでの掲載内容について 令和２年６月 16 日 

 

 

 



 

 

令和２年（2020年）５月２０日  

市立学校・園 

校長・園長様 

 

                            保健体育課長  

熱中症対策について（依頼） 
 

日ごろから、健康教育の推進についてご尽力いただき感謝申し上げます。各学校では、様々な熱中症の予防対

策を行っていただいているところであります。 

本年度、臨時休業期間中ではありますが、学校再開を見通して、熱中症対策について迅速な対応をしていただ

き、以下の点に注意され、児童生徒等の健康管理上、適切な措置を図るようお願いいたします。特に、３月からの

臨時休業措置がおよそ３ヵ月継続していること、外出自粛が呼びかけられ日中の運動機会が減少していることか

ら、児童生徒等の体力は低下していると思われます。この体力の低下は、例年以上に熱中症のリスクが高まること

につながります。「６．新型コロナウイルス感染症予防に伴う熱中症リスクへの配慮事項」を参考に、各学校では、

例年以上に熱中症の予防対策を講じていただきますようお願いいたします。 

 

１．健康観察の重要性 
学級担任をはじめ教職員により行われる健康観察は、日常的に児童生徒等の健康状態を観察し、心身の健

康問題を早期に発見して適切な対応を図ることによって、学校における教育活動を円滑に進めるために行われ

る重要な活動です。 

朝の健康観察では、教師が表情（みる）声（きく）顔色（みる）を観察し確認してください。 

 

２．熱中症の予防法 
晴れた日には、照り返しにより、地面に近いほど気温が高くなるため危険です。急に暑くなった日や、活動の

初日などは特に注意し、こまめな水分補給、こまめな休憩、帽子の着用などをさせ予防してください。 

※保健室用消耗品費で「経口補水液」を購入できますので、必要に応じて購入し、保健室に置くなど状況に

応じた対応をお願いします。 

 

３．児童生徒等の水筒持参について 
児童生徒等の健康を第一に考え、学校への「水筒持参」を希望されるご家庭につきましては、学校で許可を

していただくようお願いします。 

なお、「水筒持参」に関しては、衛生管理、児童生徒指導上の問題も懸念されるところですが、以下の留意点

を参考に指導をお願いします。 

《衛生管理上の留意点》 
１．児童生徒間で回し飲みをしない。 

２．キャップ等細かい部分まで水筒の洗浄をし、清潔に保つ。 

《児童生徒指導上》 

１．飲みながらの歩行はしない。水筒の振り回し等、危険防止を図る。 

２．水筒の紛失や置き忘れ等がないように自己管理をするように指導する。（本体・ふた等全てに記名） 

３．水筒の水をめぐっての、児童生徒間でトラブルが発生しないようにする。 

 

 

資料 １ 



４．熱中症指数計の活用 
令和元年度に各学校・園に配布しました熱中症指数計（ＷＢＧＴ－213Ａ）等を活用し、暑さ指数に応じた、

活動の中止、休憩時間の確保など児童生徒等の熱中症対策にご活用ください。 

  （別紙 参照） 

 

５．参考資料 
日本救急医学会より『熱中症診療ガイドライン2015』が発行されています。各校養護教諭を中心に、校内に

おいてご活用ください。（「熱中症診療ガイドライン2015」で検索） 

また、厚生労働省や環境省、気象庁等からも多くの資料が出されています。必要に応じて、ご活用ください。 

 

６．新型コロナウイルス感染症予防に伴う熱中症リスクへの配慮事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担当 

横須賀市教育委員会 学校教育部 保健体育課  澤口 

TEL.046-822-8489   IPFAX.0073（不通の場合は、046-822-6849） 

E-mail:taku-sawaguchi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

 

◆マスク着用に伴う熱中症への配慮について 

学校生活では、原則として、マスクの着用が求められます。それに伴い、例年に比べ熱中症のリス

クが高まることが予想されます。児童生徒等が、呼吸が苦しい場合はマスクを一時的に外すことは

問題がないことを教職員、児童生徒等に周知してください。なお、マスクを外す際は、不必要な会話

や発声を行わないこと等をあわせて指導してください。 

 

◆室温と換気への配慮について 

熱中症予防の観点から、教室や特別教室において、エアコン等により室温を一定に保つことは有

効な方法です。一方、新型コロナウイルス感染症予防の観点からは、密閉空間を避けるためにこま

めに換気がすることが求められます。エアコン等は室内の空気を循環しているのみで、室内の空気

と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時についても、2方向の窓の前後を開ける、

出入り口の扉を開けるなど、こまめに換気することを継続して行うようにしてください。 

 

◆水筒の管理とこまめな水分補給への指導について 

上述したように、新型コロナウイルス感染症予防に伴い、例年に比べ熱中症のリスクが高まること

が予想されます。そのため、児童生徒等がこまめな水分補給を行えるように環境整備をお願いいた

します。その際、水筒の保管場所について、密集場面を作らないようにすることや、常時児童生徒等

が水分補給できる場所にいることを基本として設定してください。児童生徒用机脇のフックに保管す

る場合は、事故防止の観点から児童生徒の動線に十分留意してください。 

児童生徒等のこまめな水分補給については、授業中やそれぞれの活動時間の中で、定期的に水

分補給をする機会を保障するとともに、喉の渇きについては個人差があることに十分留意して指導

してください。 

 

 



 

 

令和２年（2020 年）６月 10 日  

市立学校・園 

   校長・園長 様 

保健体育課長  

 

熱中症事故の防止について（依頼） 

  

本市の学校安全の推進につきましては、日頃から御理解、御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

さて、標記のことについて、令和２年６月８日付けで、神奈川県教育委員会教育局  

指導部保健体育課長より別添写しのとおり依頼がありました。 

既に５月 20 日付保健体育課発出文書「熱中症対策について（依頼）」でも依頼したよ

うに、例年以上に熱中症のリスクが高まることが予想され、一層の対策を講じていただ

いていることと思います。加えて、児童生徒の学習の遅れを補うため、夏季休業期間を

短縮することから、その際の児童生徒等の健康確保に向けた取組に一層留意する必要が

あります。 

ついては、文部科学省の依頼文を御参照の上、貴校内でお取組みいただくようお願い

します。 

また次の内容を留意した上で適切に御対応いただき、熱中症事故の防止のために適切

な措置を講ずるようお願いします。 

 

〇適切な水分補給や処置を行うことができる環境の整備等について 

 活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給をできる環

境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置を講ずれば熱中症事

故を十分防ぐことが可能です。特に、活動中の水分補給については、その機会を必ず保

障していただきますようお願いいたします。 

 熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、

病院への搬送等適切な措置を行う必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校教育活動においては、近距離での会

話や発声等が必要な場合も生じうることから、飛沫を飛ばさないよう、児童生徒等及び

教職員は、基本的には常時マスクを着用することが望ましいと考えられます。ただし、

気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、

マスクを外すなどご対応ください。その際は、換気や児童生徒等の間に十分な距離を保

つなどの配慮をお願いします。 

 
担当 
横須賀市教育委員会 学校教育部 保健体育課  澤口 
TEL.046-822-8489   IPFAX.0073（不通の場合は、046-822-6849） 

E-mail:taku-sawaguchi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

資料 ２ 



 

 

令和２年（2020 年）６月 16 日   

市立学校・園 

   校長・園長 様 

保健体育課長  

 

熱中症の予防にかかる登下校中のマスクの着用について（依頼） 

  

 

本市の学校安全の推進につきましては、日頃から御理解、御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

既に、「熱中症対策について（依頼）」（５月 20 日付保健体育課発出文書）、「熱

中症事故の防止について（依頼）」（６月 10 日付保健体育課発出文書）にて依頼

していますように、熱中症対策とその事故防止について各学校でお取組みいた

だいていることと思います。 

さて、標記について、『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」』（５月 22 日付文部科学省）の P23

『（３）「密接」の場面への対応（マスクの着用）①マスクの着用について』をご

参照の上、下記の内容でご対応いただき、熱中症事故の防止のために適切な措置

を講ずるようお願いいたします。 

 なお、下記の内容につきましては、保護者をはじめ、登下校中の見守り活動の

方々等にも周知していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 
〇登下校中のマスクの着用について 

 登下校の際（屋外）は、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを指導する。

その際、人との距離を十分に確保することをあわせて指導する。 

（ただし、児童生徒等がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定す

るものではないことに留意する。） 

 
 
 

担当 

横須賀市教育委員会 学校教育部 保健体育課  澤口 

TEL.046-822-8489   IPFAX.0073（不通の場合は、046-822-6849） 

E-mail:taku-sawaguchi@city.yokosuka.kanagawa.jp 
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ホームページでの掲載内容について 

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた熱中症予防について」 
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日付 寄付者 物品 配布先 数量

3月4日 市内株式会社 マスク 医療機関 220

医療機関 220

福祉施設 580

医療機関 3,000

福祉施設 1,000

4月10日 市内有限会社 マスク 医療機関 10,000

4月10日 市内株式会社 マスク 医療機関 100

4月13日 市内株式会社 マスク 医療機関 1,500

福祉施設 6,200

こども施設 3,800

4月13日 個人 マスク こども施設 65

4月15日 市内団体 マスク 福祉施設 2,000

4月15日 市内有限会社 マスク 市職員 10,000

4月16日 市民 マスク 福祉施設 250

4月17日 市民 マスク 福祉施設 250

4月21日 市民 マスク 医療機関 4,000

4月21日 市民 マスク 医療機関 20

4月21日 市内団体 医療用手袋 医療機関 100

4月22日 市外株式会社 マスク 市職員 1,000

4月22日 市外株式会社 マスク 医療機関 1,000

4月22日 市内学校法人
（ポリエチ袖付エプロン、ほかシューズカバー75
枚）

医療機関 20

4月23日 市内株式会社 マスク 医療機関 500

4月24日 個人 マスク 医療機関 90

4月24日 市内株式会社 マスク 市職員 500

4月24日 市内株式会社
防護服はタイベック。このほか、化学防護手袋12
組、シューズカバー10枚入りを5袋もあり）

医療機関 48

4月27日 市外株式会社 マスク 医療機関 400

4月27日 市内株式会社 フェイスシールド他 医療機関 70

4月27日 市内株式会社 防護服 医療機関 100

4月27日 市内株式会社 アルカリ電解水（除菌液）
資源循環部（リサイクルプラザ、
アイクル、資源循環久里浜事務
所）

200L/週

4月28日 市内有限会社 フェイスシールド 医療機関 200

4月28日 市内株式会社
マスク
（このほか防護服等の寄贈もあり）

医療機関 32

寄贈品一覧及び配布先 令和2年6月30日現在

3月12日 市内株式会社 マスク

3月25日 市内株式会社 マスク

4月13日 市内有限会社 マスク



日付 寄付者 物品 配布先 数量

4月28日 市内有限会社 マスク 医療機関 100

4月28日 市内株式会社
防護服
（このほか、マスク等の寄贈もあり。）

医療機関 49

4月28日 市内有限会社 防護服 医療機関 30

4月30日 個人 マスク 医療機関 500

医療機関 5,000

福祉施設 5,000

4月30日 陸上自衛隊 マスク 福祉施設 350

4月30日 市外株式会社 マスク 医療機関 500

5月1日 市内株式会社 マスク 福祉施設 1,000

福祉施設 500

医療機関 500

5月1日 市内株式会社 フェイスシールド 医療機関 130

4月22日 個人
（レインコート、ほかゴミ袋5袋、ゴム手袋3箱、
食卓・キッチン布巾8袋ほか）

医療機関 18

福祉施設 500

医療機関 500

5月8日 市民 マスク 福祉施設 100

福祉施設 500

医療機関 500

福祉施設 1,000

医療機関 1,000

福祉施設 500

医療機関 500

5月11日 個人 マスク 資源循環久里浜事務所 60

医療機関 200

福祉施設 100

医療機関 1,000

福祉施設 1,000

5月13日 市内株式会社 ゴーグル 医療機関 750

5月13日 市外株式会社 マスク 医療機関 300

4月30日 市内NPO法人 マスク

5月1日 市内株式会社 マスク

5月8日 市内株式会社 マスク

5月8日 市内飲食店 マスク

5月8日 個人 マスク

5月8日 市民 マスク

5月12日 市内団体 マスク

5月11日 個人 マスク



日付 寄付者 物品 配布先 数量

医療機関 500

福祉施設 500

学校施設 3,000

福祉施設 3,000

医療機関 4,000

5月15日 市内株式会社 マスク 福祉施設 4,320

医療機関 1,000

福祉施設 500

5月19日 市内株式会社 マスク 医療機関 4,000

5月20日 市内株式会社 フェイスシールド 医療機関 100

5月22日 個人 マスク 医療機関 2,000

5月22日 個人 マスク 医療機関 200

学校施設 500

福祉施設 500

医療機関 500

医療機関 1,500

福祉施設 1,000

6月1日 市内株式会社 マスク 福祉施設 2,400

6月5日 市内株式会社 清涼飲料水 医療機関 2,800

6月15日 個人 マスク 医療機関 1,000

医療機関 4,000

福祉施設 3,500

6月18日 市外株式会社 マスク 医療機関 300

医療機関 500

福祉施設 500

6月24日 市内飲食店 マスク 福祉施設 1,000

6月25日 市内株式会社 フェイスシールド 備蓄 10,000

医療機関 8,000

福祉施設 7,000

6月22日 市内株式会社 フェイスシールド

6月29日 市外団体 マスク

5月29日 市内株式会社 フェイスシールド

6月15日 市内株式会社 フェイスシールド

5月14日

市内一般社団法人
（本市に10,000枚、三浦半島４市１町
に各10,000枚ずつ、合計50,000枚寄贈
【本市以外には15日配布】）

マスク

5月14日 市内株式会社 マスク

5月25日 市内株式会社 マスク

5月18日 市内株式会社 マスク



件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円）

申込 102件 28,560,900 42件 24,140,400 60件 4,420,500

入金済 102件 28,560,900 42件 24,140,400 60件 4,420,500

申込 96件 20,592,000 27件 14,260,000 69件 6,332,000

入金済 80件 15,540,000 19件 10,080,000 61件 5,460,000

申込 198件 49,152,900 69件 38,400,400 129件 10,752,500

入金済 182件 44,100,900 61件 34,220,400 121件 9,880,500

※令和2年6月30日現在入金を確認できたものを計上しています。

6
月
分

合
計

新型コロナウイルス感染症緊急対策基金寄附状況（6月30日現在）

法人等（A) 個人（B)

5
月
分

合計



新型コロナウイルス感染症対策に係る要望・確認事項回答に関する資料 

 

教育委員会  

 

◆要望等 No.7 

「３月２日付の市議会から市長への申し入れについて３月６日に回答をい

ただいたが、その後の対応等について、以下のとおり確認したい。 

・日中保護者がいない家庭において、子どもを預けるところがない状況など

で困っている実態の有無を、どのように把握したのか確認したい。 

・図書室等の学校施設を自主学習のために開放するなど、地域・学校の状況

に応じた対応について、各校の実績を確認したい。 

・市の対応方針をどのように保護者へ周知したのか確認したい。 

・支援学級に所属している児童生徒への特段の配慮はどのようなものだっ

たのか確認したい。 

・新型コロナウイルスに関する情報発信について、具体的にどのような配慮

と改善をしたのか確認したい。」 

 

 

◆回答資料一覧 

資料番号 資料名 日付 

１ 
新型コロナウイルス感染症対策のための

一斉臨時休校中の対応について 
令和２年３月４日 

２ 
新型コロナウイルス感染防止に関する臨

時休業等についてのお知らせ 
令和２年２月 28 日 

３ 令和２年度当初の臨時休校にあたって 令和２年４月３日 

４ 大楠の風（大楠中学校便り） 令和２年４月６日 

５ 

新型コロナウイルス感染症予防対策にか

かる、市立学校の令和２年度の教育活動

基本方針について（５月７日改訂版） 

令和２年５月７日 

６ みどりの岩戸（岩戸小学校便り） 令和２年５月８日 

７ 
６月１日以降の学校再開についてのお知

らせ（池上小学校） 
令和２年５月 26 日 

８ ホームページの掲載内容について 令和２年５月 25 日 
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